
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  納め忘れた年金保険料 

Ｑ：納め忘れた国民年金保険料を今から納

めることができるようになったとか。どのよ

うになったのですか？                                   

  

Ａ：平成24年10月から３年間に限り、２年

前から10年前まで遡って納めることができる

こととなりました。支払った保険料は全額支

払った年の社会保険料控除の対象になります。 

【解説】 

国民年金の保険料は、従来、過去２年分の

未納しか遡って納めることができませんでし

たが、昨年交付された「国民年金及び企業年

金等による高齢期における所得の確保をする

ための国民年金法等の一部を改正する法律」

によって、10年に遡って保険料を追納するこ

とができることとなりました。 

国民年金は20歳から60歳になるまでの40年

間のうち25年以上の保険料を納めないと、65

歳以降に年金を受け取ることができませんか

ら、25年以上保険料を納めていない人は、原

則として年金を受け取れないのですが、この

手当てによって、過去10年間納め忘れていた

保険料を納めれば、年金を受け取ることがで

きるようになりますし、25年以上納めている

人でも40年に近づけることによって、年金を

増額して受け取ることができるようになりま

す。 

なお、納め忘れていた保険料をこの規定に

より遡って納付した場合には、その保険料(加

算額を含む)は、その支払った年の社会保険料

控除の対象となります。 
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